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PHR のためのマイナポータル活用 

 

岡本 悦司 

（PHR 協会代表理事） 

 

 はじめに 

旬の話題であるマイナポータルの活用にちなんで、その PHR 化について話してゆき

ます。題しまして｢マイナ保険証からマイナ PHR へ｣。とくに最近の進化は非常にめざ

ましく、より多くの国民がマイナカードを PHR として活用していくよう支援すること

が，われわれ PHR 協会の使命です（スライド 1）。 

 

 

マイナカード保険証化のメリットと課題 

マイナカードを保険証化して、オンライン資格確認にも使われていることはみなさ

んもご存じだと思います。残念ながらすべての医療機関で対応しているわけではあり

ません。対応している医療機関はスライド2のようなステッカーが貼られていまして、

ここに示しているような IC カードリーダーというものが備え付けられています。対

応機関であれば、マイナカードと保険証を出して、それが保険証の代わりになります

が、対応医療機関はまだ半々ぐらいですので、まだまだ当分の間は昔からの普通の保

険証とマイナカードの両方を持って受診していただくのがいいでしょう。 
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先日もある市で，アンケート調査のために住民基本台帳を筆写してきました。法律

によりコピーはできないので手作業で、さらにプライバシー保護のために市民課の戸

籍担当係の横で作業させられました。作業していて驚いたのは、係の前は人でいっぱ

いで何をしているのかと思いましたら、写真付のマイナカードを発行してもらったら

ポイントがつく、さらにそのカードを健康保険証登録すると 7,500 ポイントくれると

いうので、市民が殺到していまして、手続きはどうしたらいいのかという問合わせに

市職員が対応に追われていたのでした。「大変ですね」と言いましたら、全国の市町村

役場がこういう状態だというのです。 

マイナンバーカード保険証化の重要な意義は、オンラインでの資格確認です。健康

保険証は写真がありませんから、年齢や性別が似通った人なら他人の保険証を不正使

用することも容易でした。マイナカードを保険証としてすればそうした不正使用がな

いように確認できることになったことは前進です（スライド 3）。 

 

 
 

マイナカードの前身である住基カードをめぐってはプライバシーの侵害への懸念

から各地で訴訟などもありましたので，誤解のないように申しあげておきますと、マ

イナンバーカードを PHR 化するということは，その中に埋め込まれた IC チップに健

診データや病名が全部入ると誤解している人がいますが、それは正しくありません。

あくまでこのマイナカードというのは、マイナポータルを見るための鍵のようなもの

で、このマイナカードの中に過去の病歴が全部入っているというわけではありません

（スライド 4）。 

では保険証化したらどういうメリットがあるのでしょうか?  
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マイナカード 1 枚で済むという以外にこんなメリットもあると、国もポイントを付

与するだけではなく、一生懸命に広告しています。たとえば確定申告で医療費控除を

受けるために年末になると病院の領収書を集めている人は多いと思いますが、保険の

自己負担分に関しましては、マイナポータルで閲覧できる医療費データがそのまま確

定申告書のデータとして提出できるようになります。もっとも年末分とか差額ベッド

代のような保険外負担のようにマイナポータルで閲覧できないものもあるので手作

業はなくなりません。 

それから特定健診情報は過去 5 年、5 回分まで閲覧できます。健診結果はもちろん

紙でも交付されますが、それが過去 5 年分はマイナポータルで見られるようになりま

す。 

やはり、新しいものを普及させるためには、たとえば保険証なら、ポイントがもら

えるとか、自己負担が少なくてすむとか、そういうような経済的なメリットがないと

難しい。そこで国がさかんに広告しているのは「マイナンバーカードを保険証化する

と限度額適用認定証の代わりになる」ことです。でも保険証なら何か誰でも知ってい

るでしょうが，限度額適用認定証と言われても，保険制度に詳しい人でないとそれが

何か分からないのではないでしょうか。（スライド 6）。 

限度額適用認定証というのは、高額療養費という複雑な制度があり、3 割負担なら

100 万円の医療費に対しては 30 万円を払わなければいけないのかというとそうでは

なく一定の限度額を超えたら超過分は還付されます。ただ限度額は所得によって違い

があります。 
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高額療養費とは、いったん 3 割負担の 30 万円を医療機関に払って、限度額がもし

10 万円なら，あとで 20 万円を返してくれるという制度です。そのためには申請が必

要であり，さらに返金まで 2､3 ヵ月待たなければなりません。なら最初から 10 万円

だけを医療機関で払ったらそれで終わりにしてほしいと誰しも考えるでしょう。限度

額適用認定証を保険者から予めもらって医療機関に提示すればできるのです。私は学

生に対しても「ふだん医者にかかっていない人でも、限度額適用認定証の有効期限は

1 年間で発行料はかからないから、病気になった時に備えて早めにもらっておいて損

はしない。万一入院が必要になったら保険証と限度額適用認定証を最初に一緒に病院

に見せれば、入院が決まってからあわてて保険者に請求してしなくてもすむ」と説明

しています（スライド 7）。 
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スライド 8 は、あまり PHR とは関係がないので簡単に説明しますが、なぜそのよう

なことが必要なのかと言います。後期高齢者の負担割合は、一般被保険者は1割負担、

現役並み高所得者は 3 割と 2 段階しかなかったのが，来月 10 月から現在の１割負担

者のうち所得の高い人に 2 割負担が導入され、それに伴って自己負担の限度額もパッ

と見ただけでは分からないほど一層複雑になる，という説明です。 

 

 

 

 今の後期高齢者の保険証は窓口負担割合が 2 種類，つまり 1 割負担か 3 割負担かの

2 種類しかないのです。ところが先ほどの表のように，3 割負担者で高額療養費が適

用される自己負担の限度額は 3 段階あります。さらに 1 割負担の人でも 3 段階ありま

す。これにさらに来月から 2 割負担も導入されます。医療機関に保険証を見せても１

割か 3 割の区別しかわからないので，限度額適用認定証を添えずに保険証だけ見せた

人には「とりあえずいちばん高い限度額まで自己負担を払ってもらいます。それより

も低い負担ですむ人はあとで保険者に高額療養費を申請をして返してもらいなさい」

という運用がされています。利用者のことを考えない役所的なシステムですね。 
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マイナカードを保険証にしておけば、自動的に保険証＋限度額適用認定証となるの

で、最初から医療機関の窓口で自己負担の限度額だけを払ったら、それ以上徴収され

ずにすむということです（スライド 9）。 

スライド 10 が、紙の限度額適用認定証です。区分Ⅰ、Ⅱ、現役Ⅰといった区分が

表示されており，これを保険証といっしょに提示すれば患者負担はそれぞれの限度額

まででよい，というわけです。 

 

 

 

マイナカードを保険証化したら手続き負担が少なくてすみます。通常の保険証は 2

種類、1 割か 3 割の表示しかありません。もし保険証しか示さなければ、とにかくい

ちばん高い所得区分の負担額を取られ、あとで返してもらう手続きが必要となる。そ
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れが嫌だという人は紙の限度額適用認定証を保険者からもらっておけば、窓口負担は

限度額だけで済みます。しかしそのためにも市役所とか保険組合にいちいち取りに行

かなければいけないのですが、マイナカードを保険証にしておけば、そういった手間

は不要になるということです。実質的には負担額に変りはないのですが、マイナカー

ド保険証の利便性は大きいということです（スライド 11）。 

 

 

 

とはいえマイナカードの保険証化にも限界はあります。限度額までの負担ですむの

は同一月に同一医療機関の場合だけで，同一月に複数の医療機関を受診した場合は通

算されません（スライド 12）。残念ながら現在のマイナカードでは，ある患者が A 病

院を受診した後にＢ病院を受診した場合，Ｂ病院はその患者が A 病院で既にいくら払

ったか把握することができません。このように同一月に複数の医療機関を受診した場

合，支払った窓口負担のうち限度額を超えた分を還付してもらいたかったら，従来通

り保険者に高額療養費を請求する手続きが必要になるのです。（スライド 12） 
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他にメリットとしては、先ほども言いましたが医療費控除です。確定申告の時に医

療費控除の医療費の領収証を集めなければいけないという経験があるかもしれませ

んが、それがかなり要らなくなる。あとはふるさと納税、生命保険料控除などにも活

用できることになっています（スライド 13）。 

 

 

 

マイナポータルの実演 

ここからはマイナポータルの実演です。薬剤については既に昨年 10 月より閲覧可

能でしたが，9 月 11 日より診療行為も含むレセプトの全内容が閲覧可能になりまし

た。 
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ログイン画面です。IC カードリーダーにマイナンバーカードを入れてログオンを

クリックすると「暗証番号を入れろ」と表示されます。ログオンするとメニューが表

示され。「診療・薬剤情報」｢特定健診情報｣｢予防接種｣などをクリックすると自分自身

の情報を閲覧することができます。｢診療・薬剤情報｣という見出しもつい数日前まで

は｢薬剤情報｣だけだったのですが、今は｢診療・薬剤情報｣になっています。まずはこ

こから見ていきましょう。まず閲覧を求める期間を指定しなければいけませんが、現

在いちばん遡れるのが 2021 年 9 月分からです。ただ 2021 年 9 月以降で閲覧可能なの

は｢薬剤情報｣のみです。「診療情報｣はそこまで遡れず，今年の 5 月診療(=6 月請求分)

以降です。もし今 80 歳の人は、過去 80 年間のレセプトを見られるというのなら、正

真正銘の PHR になるのでしょうが、残念ながらマイナポータルで閲覧可能なのは過去

3 年分のみということです。したがってマイナポータルは PHR の「情報源」にはなり

ますが、一生データを蓄積してくれるのではありません。それゆえ，あとで示すよう

に定期的にダウンロードして自分で保存する必要があります。 

ではどういう情報が閲覧できるか見てみましょう。まずはどこの医療機関に何月何

日にかかったのか、という情報と，それぞれの受診日に請求された診療行為などです。

（スライド 14）。 

 

私は，松本病院に 8 月 2 日にかかりました。診療内容は、再診料、微生物化学的検

査判断料、新型コロナの検査が行なわれています。その次には，7 月 2 日には林歯科

医院を受診とあります。この歯科医院の再診の下には｢明細を表示｣というボタンがあ

ります。レセプトで言いますと、診察料、検査料といった大きな区分の中の，たとえ

ば時間外加算といった明細が載っています。あとで示しますが、この歯科医院は、再

診料だけでなく後で述べます電子的保険医療情報活用加算も請求していることがわ

かります。電子的保健医療情報活用加算という名称は長ったらしく，われわれ協会と
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しては「PHR 加算」と呼んで欲しいものであり，その普及促進を協会の目標にしたか

ったのですが、この加算は「マイナカードで受診したらかえって窓口負担を増やす。

普及を逆に阻害する」と批判されまして、今月(9 月)末で廃止されることになりまし

た。完全に廃止ではなく別名称の加算として存続しますが、これまでは初診も再診も

請求できたのが来月からは初診のみ請求可と後退したものに変るのが残念です。 

情報なポイントは明細が示されること。すなわち「検査料」といったおおまかな区

分ではなく，血液検査ならたとえば Na, TCho, Alb, WBC といった検査項目まで表示

されている，という点です。要は，病名を除くほとんどすべてのレセプト情報が閲覧

可能になったということです。これは調剤薬局の請求内容です。薬剤情報だけでなく，

調剤基本料とか診療行為に関する項目も表示されます。 

ただこれらのデータも 3 年間経つと消えてしまいます。つまり一生残したければ、

定期的に自分で残しなさいということです。マイナポータルは閲覧だけでなくダウン

ロードすることも可能であり､マイナポータル自体は生涯健康記録ではありませんが，

各人が生涯にわたって残す健康記録すなわち PHR の情報源としては使えるというこ

とです。ダウンロードの形式は PDF と CSV があります（スライド 15）。 

 

 

 

まず CSV をダウンロードしてみましょう。するとスライド 16 にあるように、何が

原因か分からないのですがひどく文字化けをしています。協会関係者で悪戦苦闘しま

したが，原因不明でした。 



11 

 

 

 

文字化けなしに正しく読みたければ PDF の方がいいということです（スライド

17）。 

 

 

 

それでは今度は PDF でダウンロードしてみます。そうしますとスライド 18 にある

ようにきちんと出てきます。PDF をエクセルに変換したり、xml でダウンロードする

こともできます（スライド 19）。「マイナポータルは永久の健康記録ではありません

が、PDF ファイルで保存することができ，アドビアクロバットでエクセイル形式に変

換することができる」ということです。 

電子的保険医療情報活用加算は、自己負担が増えるのでけしからんということで批

判されて、来月からは違った名前になり内容も後退します。でも私のかかりつけ歯医

者さんは対応医療機関であり，私がマイナカードで受診し端末で同意すると，私の他

医療機関での診療内容や薬剤情報がその歯科医院の端末に表示されます。 
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スライド 20 はその歯科医院受付に置かれた端末で表示されたものです。当然なが

らセキュリティのため，転送やスクリーンショットはできないように設定されていま

すので，画面をスマホで撮影しました。私が他に内科や皮膚科を受診し，そこでどの

ような薬剤を処方され，どのような診療行為が行なわれたのか歯科医院は知ることが

できます(当然ながらその逆も可)。私は毎年人間ドックを受診しているので特定健診

データを表示させようとしたら「該当なし」と返ってきますが，歯科医院も糖尿病患

者の HbA1c の値から糖尿病の管理状況を把握することが，歯周病と糖尿病のような全

身疾患とを関連させる医科歯科連携の重要な情報基盤になることが期待されます。 
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スライド21は予防接種情報です。過去に受けた4回の新型コロナワクチンは何日，

ファイザー社かモデルナ社製かという情報も記載されています。 

 

 

 

スライド 22 は医療費情報です。これはそのまま確定申告の医療費控除にも使えま

す。 
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結論は，マイナポータルは傷病名を除くレセプト全情報が閲覧できる。しかし 3 年

間しか保存されないので、毎月というほどでもありませんが 2，3 年に 1 回は、PDF の

プリントアウトを保存するだけでも十分に PHR 化しえるということです（スライド

23）。 

 

マイナポータルとレセプト情報活用の今後 

 

 

スライド 24 は，マイナポータルが医療情報を入手するためのポータルサイトであ

ることが示されており，2024 年度以降は希望する医療機関はその医療機関の電子カ

ルテ(HER)の内容も患者がマイナポータルで閲覧できるようにすることが計画されて

います。全ての医療機関の参加は望めませんが今後は参加医療機関を少しでも増やし

てゆく普及活動が PHR 協会の重要な使命となるでしょう。 
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スライド 25 は，日本医事新報という医師向け雑誌に私のアイデアを寄稿したもの

です。新型コロナの累積感染者数は 2 千万人を超え全数把握は困難になっています。

全数把握をやめたら流行の状況はどうやって把握するのか? これは JMDC という健保

組合のレセプトデータを収集している会社のデータより、レセプトの傷病名と診療開

始日でインフルエンザの流行状況をグラフにしたら，感染症研究所が定点把握でだし

ている週報データとピタリ一致した，ことを示しています。レセプトは暦月単位の請

求である点が限界ですが，レセプトの傷病名と診療開始日だけでもオンラインで毎日

収集すれば十分感染症サーベイランスの代わりになる，ことを提案しました。 

 

 
 

まとめ 

スライド 26 は私の実家近くのお寺に掲示されていたものです。人間は「いつかは

死ぬ」じゃなくて｢いつでも死ぬ｣・・・強烈な印象に思わずシャッターをきりました。

御清聴ありがとうございました。 


